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◆ 不動産登記法  
 
登記所の IT 化に伴う所要の改正 
【規則】第３条の２（登記簿の調製方法） 

 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイ
ル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。 

【規則】第 202 条（閲覧の方法） 
地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官（その指定する職

員を含む。第３項において同じ。）の面前でさせるものとする。 
２ 法第 120 条第２項及び第 121 条第２項の法務省令で定める方法

は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する
方法とする。 

３ 登記官は、法第 121 条第３項又は第４項の規定による登記簿の附
属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があ
り、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第１項の規定にかかわ
らず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受
信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる
方法によって閲覧をさせることができる。 

 ３条の２については、実態に合わせる改正といえるでしょう。 
 202 条３項の「電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声
の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができ
る方法」とは、ウェブ会議システムのことを指しています（令和 6.6.18
⺠二 826）。登記情報自体は、すでに自宅からウェブを通じて確認でき
ますが、附属書類の閲覧もウェブでできるようになりました。 

 
資格者代理人による本人確認に係る本人確認書類の改正 
【規則】第 72 条（資格者代理人による本人確認情報の提供） 

法第 23 条第４項第１号の規定により登記官が資格者代理人から提供を
受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するた
めに必要な情報（以下「本人確認情報」という。）は、次に掲げる事項を
明らかにするものでなければならない。 

 一 資格者代理人（資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請
において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。）が
申請人（申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わる
べき者。以下この条において同じ。）と面談した⽇時、場所及びその状
況 

 二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある
ときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及
びその面識が生じた経緯 

 三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない
ときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当
該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請
人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由 

２ 前項第３号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確
認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただ
し、第１号及び第２号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第３
号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける⽇において有効
なものに限る。 

 一 運転免許証（道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 92 条第１項
に規定する運転免許証をいう。）、個人番号カード（行政手続における特




